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姫路市基幹相談支援センター及び姫路市地域相談窓口（愛称：ひ

めりんく）について 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市地域相談窓口（愛称：ひめりんく）について 

    

概要・特徴 

� 市内を５ブロックに分割し、ブロックごとに相談窓口を開設。 

� 窓口開設時間・・・月曜日から金曜日（祝日除く）の午前９時から午後４時

まで。 

� こどもから大人まで、障害者手帳の有無に関係なく相談できる。 

� 必要な制度や関係機関を紹介し、相談内容に応じた情報提供や助言を行う。 

� 身体、知的、精神、発達、高次脳機能障害、難病など、どのような障害の方

でも利用できる。 

� 障害のあるご本人だけではなく、ご家族や関係する機関などからの相談も対

応可能。 

� 相談費用は無料。プライバシーは必ず守ります（匿名での相談もできます）。 

� 来所が困難な方は、電話やファクスでも相談可能。 

※ブロックごとの担当窓口・連絡先は別紙チラシのとおり※ブロックごとの担当窓口・連絡先は別紙チラシのとおり※ブロックごとの担当窓口・連絡先は別紙チラシのとおり※ブロックごとの担当窓口・連絡先は別紙チラシのとおり    

 

 

姫路市基幹相談支援センターについて 

    

概要・特徴 

� 以下の４つの項目について、重点的に実施 

① 相談支援体制強化の取組み 

障害障害障害障害のある人のある人のある人のある人のののの相談体制は相談体制は相談体制は相談体制は下記の３つの体制（３下記の３つの体制（３下記の３つの体制（３下記の３つの体制（３層構造層構造層構造層構造）で実施）で実施）で実施）で実施    

    

第１層 ●指定相談支援事業所   ： サービス利用時の相談対応及び計画作成 

第２層 ●地域相談窓口ひめりんく ： 地域における総合的な相談窓口（５か所） 

第３層 ●基幹相談支援センター  ： 姫路市全体の相談体制づくり 
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相談支援体制の充実を図り、地域の課題解決に向けて取り組む。 

② 相談支援事業者への専門的な支援・助言 

地域の相談支援専門員等が抱える困難な事例に対する助言等の支援を

行う。 

③ 人材育成支援 

地域の相談支援専門員等に対し、研修や事例検討会等を実施。 

④ 関係する相談機関・専門機関との連携強化 

関係機関相互の連絡・調整を支え、地域連携の強化に取り組む。 

� 開設場所・・・姫路市総合福祉会館２階 

� 窓口開設時間・・・月曜日から金曜日（祝日除く）の午前９時から午後４時

まで。 

� 人員体制・・・４人（市職員３人（専従１、兼務２）、受託法人１人） 

� 連絡先・・・電話：079-260-8507 

      FAX：079-260-8510 

 

その他 

姫路市基幹相談支援センター及び姫路市地域相談窓口全体に関する問い合わせ

は、障害福祉課管理担当（℡：221-2454）にお願いします。 

 

 

    






